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１．退職者医療制度の廃止について
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退職者医療制度の概要

被用者保険の被保険者は，医療の必要性が高まる世代
になった後に国民健康保険に移ることが多く，健康保険
組合や共済組合等と比較して，国民健康保険は医療費の
負担が大きくなっている。

退職者医療制度は，こうした医療制度間の公平化を図
ることを趣旨に創設された。

その後，平成20年4月の高齢者医療制度の創設に伴い，退
職者医療制度は廃止され，経過措置として平成26年度ま
で（65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで）退
職者医療制度は存続することとされてきた。

廃止理由

今般，対象者が激減し財政調整効果が実質喪失していることを踏まえ，事務コスト削減を図る観点から，令和５年５
月１９日に公布された『全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法
律』により，前倒しして廃止されることとなった。

【対 象 者 】退職被保険者（本人），退職被扶養者

※柏市では令和３年以降適用者は０人

【施行期日】令和６年４月１日


